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外国の自殺予防戦略では、自殺防止という枠
組みの中で防止に関する三つの役割が示され
ている。第一はプリベンションといわれる自
殺の予防、第二はインターベンションといわ
れる救急医療等の危機への介入、第三はポス
トベンションといわれる自殺が起こった後の
ケアである。自殺対策基本法及びそれに基づ
く自殺総合対策大綱においてもこのような認
識を踏襲しており、自殺対策は、
　〈１〉 事前予防：心身の健康の保持増進に

ついての取組、自殺や精神疾患につ
いての正しい知識の普及啓発等自殺
の危険性が低い段階で予防を図るこ
と。

　〈２〉 自殺発生の危機対応：現に起こりつ
つある自殺の危険に介入し、自殺を
防ぐこと。

　〈３〉 事後対応：不幸にして自殺や自殺未
遂が生じてしまった場合に家族や職
場の同僚等他の人に与える影響を最
小限とし、新たな自殺を防ぐこと。

の段階ごとに効果的な施策を講じることとし
ている。
　自殺は自殺者だけの問題にとどまらず、遺
された自殺者の親族等にも深い心の傷を負わ
せかねない。しかも、意識調査では、周りに

自殺をした人が「いる」と答えた者は34.7％
にも上っており（第２-12図）、事後対応は国
民の多くに関係する重要な取組である。
　自殺に対する偏見から、多くの遺族は孤立
しており、心の苦しみを誰に語ることもでき
ず、遺族自身が心の痛みにより精神疾患にか
かってしまったり、最悪の場合、後追い自殺
の危険も生じかねない。また、自殺未遂は明
確な自殺のサインであり、未遂者に対しては
十分な心のケアが不可欠である。こうした未
遂者や遺族等への事後対応は、再度の自殺や
後追い自殺を防ぐことも期待され、将来の事
前予防にもつながるものである。

エ 　自殺を考えている人を関係者が連携して
包括的に支える
　自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間
関係の問題の外、地域・職場の在り方の変化
など様々な要因とその人の性格傾向、家族の
状況、死生観などが複雑に関係しており、自
殺を考えている人を支え、自殺を防ぐために
は、精神保健的な視点だけでなく、社会・経
済的な視点を含む包括的な取組が必要であ
る。また、このような包括的な取組を実施す
るためには、様々な分野の人々や組織が密接
に連携する必要がある。

第2‒12図 周りの自殺をした人の状況
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資料：内閣府「自殺対策に関する意識調査」（平成20年２月）
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　世界保健機関の自殺予防ガイドラインで
も、「総合的な取組」として、「自殺が様々な
要因からなる複雑な現象である点を踏まえ
て、生物・心理・社会的視点から包括的な取
組をしていかなければならない。単一の組織
の取組では不十分であり、様々な分野の人々
や組織が効率的に協力する必要がある。」と
同様の認識が示されている。
　具体的には、うつ病患者等の自殺の危険性
の高い人や自殺未遂者の相談、治療に当たる
保健、医療機関では、心の悩みの原因となっ
ている社会的要因について解決に結び付けて
いかず、単にうつ病等の精神疾患の治療を行
うだけでは、真の問題解決にはならない。こ
のため、最低限、保健、医療機関においても、
抱えている問題に対応した相談窓口を紹介で
きるようにする必要がある。また、経済・生
活問題の相談担当者も、自殺の危険を示すサ
インやその対応方法、心の健康問題について
支援が受けられる保健、医療機関を紹介でき
るよう基礎的な知識を有することが求められ
る。
　さらに、このような連携を確保するために
は、国だけでなく、地域において民間団体も
含めた様々な分野の関係機関・団体のネット
ワークを確立することが重要である。平成21
年９月に、内閣府自殺対策推進室、厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保
健課、国立精神・神経センター精神保健研究
所（22 年４月から独立行政法人国立精神・
神経医療研究センターに改組）自殺予防総合
対策センターの連名で実施された「都道府県・
政令指定市における自殺対策および自死遺族
支援の取組状況に関する調査」（http://ikiru.
ncnp.go.jp/ikiru-hp/pdf/0909142.pdf）によれ
ば、地域の自殺対策を検討するとともに、関
係機関・団体の連携の確保を目的とする自殺
対策連絡協議会は、平成20 年度までに64か
所（47 都道府県・17市）に設置されている。

オ 　自殺の実態解明を進め、その成果に基づ
き施策を展開する
　自殺対策を進めるに当たっては、本来、ど
のような問題が、どの程度深刻な問題である
かを把握した上で、そのような自殺の実態に
即して、科学的根拠に基づき実施する必要が
あるが、我が国においては、自殺の実態は未
だ明らかでない部分が多い。
　しかしながら、年間の自殺者数が３万人を
超える事態が続いており、自殺対策の実施は
重要な課題であるため、これまでの調査研究
の成果や世界保健機関、諸外国の知見を基に、
効果があると考えられる施策から実施するこ
ととし、並行して、実態解明のための調査研
究を進めることとしている。また、自殺総合
対策大綱に基づく施策の推進体制として、施
策の評価、見直し、改善を行うための仕組み
を作り、今後の調査研究の成果等を踏まえ、
48項目の当面の重点施策以外に新たに必要と
される施策については、逐次実施することと
している。

カ　中長期的視点に立って、継続的に進める
　自殺対策は、人々を自殺に追い込んでいる
様々な社会的要因の背景にある制度や慣行を
見直したり、問題を抱えた人の相談支援・体
制の整備充実を図るとともに、国民全体に対
する啓発活動等を通じて自殺や精神疾患に対
する正しい知識を普及し、これらに対する偏
見を減らしていくこと、併せて、うつ病等の
精神疾患に対する適切な医療提供体制の整備
等精神医療全体の改善を図っていくことが必
要である。これらの施策の多くは、直ちに効
果を発揮するものではなく、諸外国の自殺予
防対策の例をみても、即効性のある施策はな
いといわれている。
　また、自殺対策基本法の目的は、自殺者数
を急増以前の状態に戻せばそれで十分という
ものではなく、自殺を考えている人を一人で
も多く救うことにより、生きやすい社会に変
えていこうというものである。このため、自
殺対策は中長期的な視点に立って、継続的に
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実施することとしている。

⑷　推進体制
〈国における推進体制〉
　自殺対策基本法に基づき、内閣府の特別の
機関として、自殺総合対策会議が設置されて
いる。自殺総合対策会議は、会長を内閣官房
長官が務め、内閣総理大臣が指名する内閣府
特命担当大臣（自殺対策）他10人の国務大臣
によって構成されており、政府が推進すべき
自殺対策の指針である基本的かつ総合的な自
殺対策の大綱の作成、関係行政機関相互の調
整や自殺対策に関する重要事項について審議
し、自殺対策の実施の推進を図ることとされ
ている。
　また、自殺総合対策会議の下に、平成20年
１月31日、有識者等による自殺対策推進会議
が置かれた。自殺総合対策大綱においては、
施策の実施状況の評価並びにこれを踏まえた
施策の見直し及び改善等についての検討に民

間有識者等の意見を反映させることとされて
おり、同会議は、その役割を担うものとして、
これまで９回開催されている（23年３月末現
在）。
　さらに、内閣府には、平成19年４月１日に
自殺対策推進室が設置された。内閣府は自殺
総合対策会議・自殺対策推進会議の庶務を行
うほか、関係省庁が行う自殺対策を支援、促
進するとともに、関係者による協議の場を通
じ、地方公共団体や自殺防止等に関する活動
を行っている民間団体とも連携しつつ総合的
な自殺対策を推進していくこととしている。
　なお、平成18年10月１日に国立精神・神経
センター精神保健研究所（22年４月から独立
行政法人国立精神・神経医療研究センターに
改組）に設置された「自殺予防総合対策セン
ター」は、自殺対策に関する情報の収集・発
信、調査研究、研修等の機能を担う機関とし
て位置付けられている。

◆自殺総合対策会議

◆自殺予防総合対策センター

地方公共団体

自 殺 総 合 対 策 大 綱

関係者・団体

自殺対策連絡協議会

国

大綱の案の作成

関係行政機関
相互の調整

重要事項の審議

対策の実施の推進

◆内閣府自殺対策推進室

◆関係府省

医療機関

事業主

学校

民間団体

○会長…内閣官房長官
○委員…内閣総理大臣が指定する
　　　　国務大臣
内閣府特命担当大臣（自殺対策）
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣（金融）
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
総務大臣、法務大臣、文部科学大臣
厚生労働大臣、農林水産大臣
経済産業大臣、国土交通大臣　

・自殺総合対策会議等の事務局
・自殺総合対策大綱の推進

大綱に基づき、施策を推進

国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を
策定し、実施

関係する者の相互の密接な連携の下に実施

等

〈自殺対策の推進体制〉
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〈地域における連携・協力の確保〉
　自殺対策基本法において、地方公共団体は、
地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施
する責務を有すると定められている。地域の
多様な関係者の連携・協力を確保しつつ総合
的な自殺対策を推進する上で、地域で総合行
政を実施し、地域住民と身近で関わっている
地方公共団体は、重要な役割を担っている。
　既に、全都道府県において、様々な分野の
関係機関・団体により構成される自殺対策の
検討の場として、自殺対策連絡協議会が設置
されており、各地方公共団体において、自殺
総合対策大綱を踏まえた総合的な自殺対策に
関する計画づくり、地域で活動している自殺
対策に関係する様々な団体等と密接に連携・
協力しつつ一体となって自殺対策を推進する
ことができるような体制の構築等、地域の状
況に応じた多様な自殺対策に関する活動が行
われている。
　こうした地方における取組を支援し、国と

地方とで連携して自殺対策を推進するため、
内閣府では、関係省庁の協力の下、都道府県
及び政令指定都市の自殺対策主管部局に対
し、政府の方針、予算の周知等を図るととも
に、情報交換等を行う場として、全国自殺対
策主管課長等会議を随時開催している。また、
各地方公共団体における地域の特性に応じた
施策の推進に資するため、平成21年８、９月
には、19年及び20 年の警察庁の自殺統計デー
タを集計した「地域における自殺の基礎資料」
を公表した。さらに、22年３月には、自殺対
策強化月間における取組の一環として、地域、
時期、職業、年代等毎の自殺の状況を把握し
て実態に即した効果的な対策を講ずる一助と
するため、内閣府と厚生労働省が協力して、
警察庁から提供を受けた21年の自殺統計デー
タ（暫定値）や人口動態統計の詳細な分析を
行い、「自殺対策強化のための基礎資料」と
して公表したところである。

　平成19年６月に自殺総合対策大綱が閣議決
定され、政府における自殺対策の体制が整っ
た後は、自殺総合対策大綱を踏まえ、関係府
省、地方公共団体、民間団体が連携して総合
的な取組を実施し、また、全都道府県におい
て自殺対策連絡協議会が設置された。
　しかしながら、平成10年以降、自殺者数は
10年連続して３万人を超える事態が続いたこ
とに加え、平成20年に入ってからは、インター
ネット情報に基づく硫化水素による自殺が群
発し、事案によっては家族や近隣住民にまで
被害が生じるなど社会問題化していた。この
ため、「経済財政改革の基本方針2008」（平成
20年６月27日閣議決定）において、「最近の
自殺の動向を踏まえ、自殺総合対策大綱を見
直す」と明記された。
　これを受けて、平成20年10月31日、自殺総
合対策会議において、自殺総合対策大綱の策
定後１年間のフォローアップ結果等も踏まえ

て、自殺対策の一層の推進を図るために、当
面、強化し、加速化していくべき施策を、「自
殺対策加速化プラン」（平成20年10月31日自
殺総合対策会議決定）として決定した。
　「自殺対策加速化プラン」においては、次
の９項目にわたる施策が定められている。
　⑴　「自殺の実態を明らかにする」
　⑵ 　「国民一人ひとりの気づきと見守りを

促す」
　⑶　「心の健康づくりを進める」
　⑷ 　「適切な精神科医療を受けられるよう

にする」
　⑸　「社会的な取組で自殺を防ぐ」
　⑹　「自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ」
　⑺　「遺された人の苦痛を和らげる」
　⑻　「民間団体との連携を強化する」
　⑼　「推進体制等の充実」
　このうち、項目⑷ ⑸ ⑼に、当時の大綱の
項目に明記されていない施策が盛り込まれて

3　自殺対策加速化プランの策定と自殺総合対策大綱の見直し
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いる。⑷「適切な精神科医療を受けられるよ
うにする」に、うつ病以外の精神疾患等によ
るハイリスク者対策の推進が加えられてお
り、これは、うつ病以外の精神疾患である統
合失調症、アルコール依存症、薬物依存症に
ついても調査研究の推進や自助活動への支援
などにより対策を進めるものである。
　また、⑸「社会的な取組で自殺を防ぐ」に
は、インターネット上の自殺関連情報対策の
推進が加えられている。プラン策定の契機と
なった硫化水素など第三者に危害を及ぼすお
それの高い物質の製造方法を教示・誘引する
情報について、削除するようプロバイダに対
して依頼するインターネット・ホットライン
センターの取組支援、契約約款モデル条項の

見直しによるプロバイダの対応の明確化を図
ることなどが盛り込まれている。
　さらに、⑼「推進体制等の充実」について
は、国において硫化水素による群発自殺のよ
うな特異事案の発生等への体制を整備すると
ともに、市町村においても自殺対策担当部局
が設置されるよう働きかけを進めることとし
ている。
　これら三つの新規項目については、自殺対
策加速化プランの決定と同日の閣議におい
て、自殺総合対策大綱が一部改正され、うつ
病以外の精神疾患等によるハイリスク者対策
の推進、インターネット上の自殺関連情報対
策の推進、推進体制等の充実にかかる項目、
記述が大綱本体にも盛り込まれた。

 自殺対策加速化プラン

※大綱に項目追加

４． 適切な精神科医療を受けら
れるようにする

１． 自殺の実態を明らかにする 

２． 国民一人ひとりの気づきと
見守りを促す

３． 心の健康づくりを進める

５． 社会的な取組で自殺を防ぐ

６． 自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ

７． 遺された人の苦痛を和らげる

８． 民間団体との連携を強化する

９． 推進体制等の充実

※大綱に項目追加

※大綱に項目追加

〈うつ病以外の精神疾患等による
　　　ハイリスク者対策の推進〉
○うつ病以外の自殺の危険因子である統合
失調症、アルコール依存症、薬物依存症
等の調査研究を推進、継続的な治療・援
助を行う体制を整備、自助活動への支援
等を実施
○精神的問題を抱える者や自傷行為を繰り
返す者について、早期発見、早期介入の
ための取組を推進

〈地域における相談体制の充実〉
○精神保健福祉センター等と関係機関の連
携強化による相談体制の充実
○公的電話相談事業の統一ダイヤルを推進
〈危険な場所、薬品等の規制等〉
○販売事業者に対する注意喚起等の実施
〈インターネット上の自殺関連情報対策の推進〉
○第三者に危害を及ぼすおそれの高い物質
の製造方法を教示・誘引する情報につい
て削除するよう依頼するインターネッ
ト・ホットラインセンターの取組に対す
る支援
○「違法・有害情報への対応等に関する契
約約款モデル条項」の見直し
○インターネット上の違法・有害情報の検
出を行うための技術開発を推進
○青少年へのフィルタリング普及やイン
ターネットの適切な利用に関する教育の
推進等
〈インターネット上の自殺予告事案への対応等〉
○検索サイト管理者との意見交換等の実施

〈国における推進体制〉
○特異事案の発生等の通報体制の整備及び
緊急連絡会議の開催
〈地域における連携・協力の確保〉
○市町村に自殺対策担当部局が設置される
よう、働きかけ

〈地域における連携体制の確立〉
○先駆的な民間団体に対する支援の充実
○ネットワーク構築のための取組を促進

〈自殺者の遺族のための
自助グループの運営支援〉

○遺族の集いの開催に対する支援の実施

〈救急医療施設における精神科医に
よる診療体制等の充実〉

○心理的ケアを中心に関係者研修を実施

○自殺未遂者ケアに関するガイドラインを

作成

〈情報提供体制の充実〉
○自殺統計に係るデータの分析・提供

〈既存資料の利活用の促進〉
○自殺統計原票への調査項目追加を検討

〈児童生徒の自殺予防に
資する教育の実施〉

○教職員向けのマニュアルの作成を加速
○情報教育に関する手引きの作成
○生命を尊重する心を育む教育を普及

〈職場におけるメンタルヘルス対策の推進〉
○専門家派遣や担当者の育成等を実施
○産業医と地域保健等との連携による円滑
な職場復帰支援の推進
〈地域における心の健康づくり推進体制の整備〉
○地方公共団体等に対する研修の実施
○精神保健福祉センターで復職相談を実施
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　年間の自殺者数が12年連続で３万人を超え
ることが判明したことから、平成21年11月27 
日、自殺対策を担当する内閣府政務三役と内
閣府本府参与からなる「自殺対策緊急戦略
チーム」は、「自殺対策100日プラン」を取り
まとめ、その中で、政府として取り組むべき
「中期的な視点に立った施策」に関する提言
を行った。
　この提言を受けて、自殺をめぐる厳しい情
勢を踏まえ、様々な悩みや問題を抱えた人々
に届く「当事者本位」の施策の展開ができる
よう、政府全体の意識を改革し、一丸となっ
て自殺対策の緊急的な強化を図るため、平成
22年２月５日、自殺総合対策会議において、
「いのちを守る自殺対策緊急プラン」が決定
された。
　「いのちを守る自殺対策緊急プラン」にお

いては、
　・ 新たに、３月を「自殺対策強化月間」と

定め、関係府省、団体等が連携して、重
点的に広報・啓発活動を展開するととも
に、心の健康相談等の関連施策を集中的
に実施すること

　・ 各種相談体制の充実・強化や、適切な相
談機関へとつなぐ役割を果たすゲート
キーパーの育成・拡充を図ること

　・ 自殺統計データを地域毎に詳細に分析・
公表し、地域の実態を踏まえたきめ細か
な対策が講じられるようにすること

などを始め、連帯保証制度等の制度・慣行に
踏み込んだ検討、ハイリスク地やハイリスク
者への重点対策、自殺未遂者・遺族への支援、
政府の推進体制の強化等が盛り込まれている。

いのちを守る自殺対策緊急プラン

1．社会全体での取組

2．相談・早期対応体制の
　　充実・強化

3．状況分析や実態解明による
　　効果的な対策

4．制度・慣行の検討

5．ハイリスク地・ハイリスク者
　　への重点的な対策

6．自殺未遂者への支援強化

7．自殺者の遺族への支援強化

8．推進体制の強化

9．ワンストップ総合相談体制

○「自殺対策強化月間」（３月）
○地域の先進事例の普及
○睡眠・アルコール問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

【普及啓発の推進】

【相談体制の充実・強化】
○ハローワークにおける心の健康相談
○法テラスによる法律相談
○中小企業経営者向け相談
○教育相談（スクールカウンセラー等）
○生活支援相談（住居、生活保護等）や農
　村における各種支援活動との連携

【ハイリスク地対策】
○鉄道駅ホーム・高層建築物対策
○自殺多発地域の取組の把握【早期対応体制の充実】

○ゲートキーパー（かかりつけの医師、消
　費者相談員等）の育成・拡充
○職場での心の健康づくり
○「生きる支援」の総合検索サイトの取組
　の普及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

【ハイリスク者対策】
○アルコール・薬物依存者等への支援関係
　者の資質向上
○うつ病の診療技術の向上
○インターネット上の自殺関連情報対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○自殺統計データの解析・情報提供の充実
○子どもの自殺の実態調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○精神科医と救急医の連携強化
○自殺未遂者の診療等の研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○遺族支援の優良事例の普及
○自死遺族ケアの充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○連帯保証制度等の在り方の検討
○自殺の要因の背景にある制度・慣行の把握

○内閣府の総合対策センター機能の強化

○事例調査による総合相談体制の推進

4　いのちを守る自殺対策緊急プラン
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⑴　概　要
　内閣府では、平成21年度補正予算において、
100億円の予算を計上し、「地域における自殺
対策力」を強化するため、都道府県に当面３
年間の対策に係る「地域自殺対策緊急強化基
金」を造成した。これは、平成10年以降、年
間の自殺者数が11年連続して３万人を超えた
ことと、厳しい経済情勢を踏まえ、自殺の社
会的要因である失業や倒産、多重債務問題の
深刻化への懸念から、追い込まれた人に対す
るセーフティーネットの一環として、地域に
おける自殺対策の強化が喫緊の課題となって
いたことを踏まえたものである。当時、地方
公共団体における総合的な自殺対策は、国に
おける自殺対策の本格的な開始を踏まえ、数
年前から開始したところが多く、本格的な取
組が全都道府県で行われているとは言えず、
市町村に至っては、平成20年10月末に決定し
た自殺対策加速化プランに基づき自殺対策担
当の部局等が設置されるよう働きかけを行っ
たばかりという状況にあった。
　地域自殺対策緊急強化基金の100億円の予
算については、各都道府県の人口や自殺者数
等に基づき配分しており、各都道府県では、
条例を制定するとともに、実施事業の内容等
を盛り込んだ計画を策定している。基金事業
の実施に際しては、国が提示した対面型相談
支援事業、電話相談支援事業、人材養成事業、
普及啓発事業及び強化モデル事業の５つのメ
ニューの中から、各都道府県が地域の実情を
踏まえて実施することとしている。
　補正予算のため、平成21年度は年度後半か
らの実施となったが、平成22年度からは年度
当初から本格的な事業がスタートしたところ

である。

⑵　実施状況
　平成21年度実績及び平成22年度事業計画を
みると（平成22年度上半期までの地方公共団
体からの報告による）、平成21年度実績は、
約13億３千万円で、内訳は対面型支援事業
４千５百万円（3.4％）、電話相談支援事業
９ 千 百 万 円（6.8 ％）、 人 材 養 成 事 業
６千４百万円（4.8 ％）、普及啓発事業
６億千８百万円（46.4％）、強化モデル事業
１億３千３百万円（9.9％）、市町村に対する
補助事業が３億８千２百万円（28.7％）となっ
ている。
　平成22年度計画は、約37億８千万円で、内
訳は対面型相談支援事業２億９百万円
（5.5％）、電話相談支援事業２億８千５百万
円（7.5％）、人材養成事業３億４千９百万円
（9.2％）、普及啓発事業９億６百万円（24.0％）、
強化モデル事業６億７千４百万円（17.8％）、
市町村に対する補助事業が13億５千４百万円
（35.9％）となっている。
　事業別の執行割合をみると、平成21年度実
績は、普及啓発事業が全体の46.4％と高く
なっているが、平成22年度計画では、24.0％
に低下し、強化モデル事業や市町村に対する
補助事業の割合が増加している。
　特に、市町村に対する補助事業は、全都道
府県において計画されており、実施市町村数
も、467から1,066と大幅に増加し、地域にお
ける取組が急速に進展している。
　また、民間団体等に対する補助金の交付額
（都道府県からの交付分）は、平成21年度実
績の１億４千６百万円から平成22年度計画で

5　地域自殺対策緊急強化基金

　「いのちを守る自殺対策緊急プラン」の策
定を受け、各府省において具体的な取組を推
進しているが、中でも、プラン策定翌月の３
月には、内閣府が中心となって、初めての自
殺対策強化月間が実施され、集中的な広報啓

発活動が展開された。具体的には、「睡眠キャ
ンペーン」の実施、「自殺対策強化のための
基礎資料」の公表、ハローワーク等での対面
型相談支援（総合相談会）の実施等が行われた。
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は４億５千２百万円と３倍以上に増加してお
り、民間団体の支援にも積極的に取り組んで
いる。

⑶　平成22年度補正予算における対応
　平成22年10月に閣議決定された「円高・デ
フレ対応のための緊急総合経済対策」を踏ま
え、これまで住民生活にとって大事な分野で
ありながら、光が十分に当てられてこなかっ
た分野として地方消費者行政、DV対策・自
殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づ
くりに対する地方の取組を支援する交付金と
して「住民生活に光をそそぐ交付金」が創設
され、1,000億円の予算が計上された。
　この交付金は自殺対策も対象としており、
基金の財源とすることも認められたことから
（24年度末まで）、各都道府県が設置してい
る地域自殺対策緊急強化基金の増額にも活用
された。これに合わせ、地域自殺対策緊急強
化交付金による事業も各都道府県からの申請
により24年度末まで実施できるよう実施期限
を延長したところである。
　また、厚生労働省では、平成22年５月に自
殺・うつ病等対策プロジェクトチームにより、
厚生労働分野において今後講ずべき重点的な
対策がとりまとめられ、今後推進すべき課題
として、かかりつけ医と精神科医との地域連
携の強化が挙げられるとともに、過量服薬問
題に関するとりまとめにおいても、研修事業
に過量服薬の留意事項を追加、一般医療と精
神科医療の連携強化が挙げられていることか
ら、平成22年度補正予算において、既に都道
府県に設置されている地域自殺対策緊急強化
基金の中で、一般かかりつけ医と精神科医療
機関との連携体制の構築のための事業、及び
精神科医療機関の従事者に対する研修事業が
実施できるよう、うつ病医療体制強化事業と
して7.5億円を追加したところである。

【事業メニュー】
（対面型相談支援事業）
　関係行政機関、民間団体、医療機関等が幅
広く連携し、自殺対策に資するよう、弁護士、
司法書士、社会福祉士、保健師、臨床心理技
術者等の専門家を活用して、自殺の社会的要
因である失業、倒産、多重債務問題等に対す
る生活相談と、心の健康等の健康要因に関す
る相談を併せて行う「包括支援相談」を開催
したり、相談窓口を設置・充実するなど、相
談支援体制の強化を図るための事業

（電話相談支援事業）
　関係行政機関や民間団体で実施する電話等
による相談事業について、電話番号の共通化、
フリーダイヤル設置、24時間対応、必要な設
備・備品の充実強化など心の悩みを抱える人
が相談しやすい環境を整備するための事業

（人材養成事業）
　行政機関の相談担当者や民間ボランティア
など、自殺対策に関わる多様な分野に携わる
人材を緊急に養成するための事業
　① 　自殺の危険性の高い人を早期に発見し

適切な対応を行うため、人材養成を担う
指導員の養成や、その指導員が講師と
なってゲートキーパー養成研修会の実施

　② 　自殺を考えている人、自殺未遂者等の
自殺の危険性の高い人、自死遺族等に相
談支援を行う人材を養成するための研修
の実施

（普及啓発事業）
　国民一人ひとりが自殺予防のために行動が
できるようにするなど広報啓発を強力に実施
するための事業（新聞、テレビ、ラジオ等に
よる広報、パンフレットの作成・配布、シン
ポジウム、講演会の開催等）

（強化モデル事業）
　地方公共団体が独自に取り組む以下の事業
　① 　自死遺族のための分かち合いの会の運
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営等の支援
　② 　自殺のハイリスク者に対する支援の実

施や支援体制の構築
　③ 　自殺のハイリスク地におけるパトロー

ル、フェンス・看板の設置等
　④ 　自殺を考えている人への一時的避難場

所（シェルター）の提供等
　⑤ 　その他地域における自殺対策を緊急に

強化するための事業

（うつ病医療体制強化事業：平成22年度補
正予算により追加）
　精神科医と一般かかりつけ医との定期的な
連絡会議の開催、うつ病患者を一般かかりつ
け医から精神科医療機関へスムーズにつなぐ
医療連携体制構築のための事業、精神医療関
係者に対する研修事業、及びこれらの事業に
付随する調査事業

⑷　先進事例の紹介等による取組の促進
　地域自殺対策緊急強化基金による事業は、

国が事業メニューを提示しているが、内容に
ついては各都道府県の創意工夫に基づき地域
の実情に応じた事業実施が可能であるととも
に、民間団体に対する財政支援や民間団体の
効果的な対策の提案等を受け入れて事業計画
を作成することが可能としている。
　このため、平成22年２月に決定した「いの
ちを守る自殺対策緊急プラン」おいても、定
められているとおり、地方公共団体、民間団
体等による自殺対策に関する先進的な取組事
例の情報を収集・整理し、優れた取組につい
ては、都道府県自殺対策主管課長会議などを
通じて広く普及を推進することとしている。
　平成22年度においても、地域自殺対策緊急
強化事業一覧や事例集の作成を実施したほ
か、北海道のゲートキーパー養成研修や富山
県における理容所の取組など現地視察につい
ての紹介など、全国自殺対策主管課長等会議
により周知し、地域における自殺対策の一層
の推進に努めているところである。


